
は
じ
め
に

説
経
と
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
隆
盛
し
た
語
り
物
で
あ
る
。
そ

の
成
立
過
程
は
不
詳
な
部
分
も
多
い
が
、
路
上
な
ど
で
さ
さ
ら
と
呼
ば
れ
る

道
具
を
使
い
な
が
ら
、
聴
衆
へ
語
る
形
態
が
は
じ
ま
り
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。

説
経
作
品
の
中
で
も
代
表
的
な
作
品
は

｢

五
説
経｣

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
本
稿
で
扱
う

｢

小
栗
判
官｣

も
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る

(

１)

。
物

語
で
は
、
宿
敵
に
よ
っ
て
醜
い
姿
に
さ
れ
た
主
人
公
・
小
栗
が
、
本
復
の
た

め
に
熊
野
を
目
指
し
、
一
方
、
そ
の
妻
・
照
手
姫
も
人
買
い
に
そ
の
身
を
売

ら
れ
、
各
地
を
漂
浪
し
て
い
く
。
悲
哀
に
満
ち
た
二
人
の
流
離
は
聴
衆
の
涙

を
誘
い
、
物
語
が
帯
び
る
哀
感
も
作
品
に
お
け
る
趣
向
の
一
つ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

照
手
姫
が
身
を
売
ら
れ
、
た
ど
り
着
く
先
は
青
墓
の
遊
女
宿
で
あ
る
。
青

墓
は
、
漂
浪
の
月
日
を
送
っ
た
小
栗
と
照
手
姫
が
再
会
を
果
た
し
、
物
語
が

展
開
を
遂
げ
る
場
所
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
青
墓
が
物
語
の
重
要
な
土
地
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

こ
れ
ま
で

｢

小
栗
判
官｣

の
先
行
研
究
で
は
、
青
墓
を
拠
点
と
し
て
活
動

し
て
い
た
傀
儡
子
と
呼
ば
れ
る
漂
泊
民
に
つ
い
て
論
点
が
集
中
し
て
い
た
。

先
行
研
究
で
は
、
彼
ら
が
物
語
の
語
り
部
と
し
て

｢

小
栗
判
官｣

の
成
立
に

関
与
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
傀
儡
子
が
活
動
し
た
と
さ
れ
る
時
期
と

｢

小
栗
判
官｣

の
隆
盛
時
期
に
は
年
代
的
な
隔
た
り
が
あ
る
。
傀
儡
子
が
ど

こ
ま
で｢

小
栗
判
官｣

の
成
立
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
は
模
糊
と
し
て
お
り
、

よ
り
多
面
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う

(

２)

。

ま
た
、｢

小
栗
判
官｣

に
は
寛
永
後
期
か
ら
明
暦
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
絵

巻

『

を
く
り』

の
ほ
か
、
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
残
さ
れ
て
お
り

(

３)

、
そ
の
中
で

も
絵
巻

『

を
く
り』

と
奈
良
絵
本

『

お
く
り』

に
つ
い
て
は
、
古
い
詞
書
の

特
徴(

①
浄
瑠
璃
の
様
な
六
段
の
段
別
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

(

４)

、
②｢

て
に｣

と
い
う
特
殊
な
用
例
が
頻
出
す
る
こ
と

(

５)

、
③
冒
頭
に
中
世
の
宗
教
的
色
合
い

を
残
す｢

本
地
語
り｣

を
持
つ
こ
と)

が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
横
山
重
氏
は
、

絵
巻

『

を
く
り』

と
奈
良
絵
本

『

お
く
り』

の
両
者
以
前
に
、｢

原
・
小
栗

判
官｣

と
も
い
え
る
最
古
の
正
本
ら
し
き
も
の
が
存
在
し
、
両
者
は
そ
れ
ぞ

れ
の
目
的
と
用
途
に
応
じ
て
内
容
を
取
捨
選
択
し
て
詞
書
を
作
成
し
た
の
で

は
な
い
か
と
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
横
山
氏
は
、
絵
巻

『

を
く
り』

の
方

が
よ
り
原
初
的
な
詞
書
を
残
し
て
い
る
か
と
推
測
し
た

(

６)

。
横
山
氏
の
論
を
は

じ
め
先
行
研
究
で
は
、
絵
巻

『

を
く
り』

の
詞
書
が
、
諸
本
の
中
で
も
よ
り

古
態
を
有
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

(

７)

。

―�―
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
詞
書
に
古
態
性
を
残
し
、
最
も
長
大
な
内
容
を
備
え

た
絵
巻『

を
く
り』

に
注
目
し
、
青
墓
と
い
う
舞
台
が｢

小
栗
判
官｣

に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
題
を
柱
と
し
て
考
察
を
す
す
め

て
い
く
。

第
一
章
で
は
、
青
墓
の
歴
史
的
過
程
と
文
芸
的
な
位
置
づ
け
を
時
系
列
に

整
理
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
第
二
章
で
は
絵
巻

『

を
く
り』

に
お
い
て
青

墓
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
作
品
読
解
に
お
け
る

新
た
な
視
座
の
明
示
を
目
的
と
し
た
い
。

一
、
青
墓
の
特
徴
と
歴
史

１

青
墓
の
傀
儡
子

青
墓
と
は
、
現
在
の
岐
阜
県
大
垣
市
に
位
置
し
、
古
く
は
東
山
道
の
宿
駅

と
し
て
発
展
し
た
。
平
安
時
代
後
期
の
漢
詩
集

『

本
朝
無
題
詩』

に
は
、
傀

儡
子
を
ま
と
め
た
漢
詩
が
七
編
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
青
墓
が
傀

儡
子
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

(

８)

。
ま
た
、『
拾
玉
集』

や

『

明
日
香
井
集』

で
は
、
青
墓
で
の
印
象
深
い
逢
瀬
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て

お
り

(

９)

、『

飛
鳥
井
和
歌
集』

の

｢

青
墓
の
宿
に
て
あ
そ
び
て
侍
け
る
傀
儡｣

と
い
う
一
文
か
ら
は
、
傀
儡
子
が
遊
女
的
な
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
事

が
う
か
が
わ
れ
る

(�)

。

寛
治
年
間

(

一
〇
八
七
〜
一
〇
九
四)

以
降
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、
大

江
匡
房

『

傀
儡
子
記』

に
は
、
傀
儡
子
の
生
活
や
そ
の
技
芸
に
つ
い
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
に
よ
れ
ば
、｢

男
は
皆
弓
馬
を
使
へ
、
狩
猟
を
も
て
事
と
為
す
。
或

は
双
剣
を
跳
ら
せ
て
七
丸
を
弄
び
、
或
は
木
人
を
舞
は
せ
て
桃
梗
を
闘
は
す｣

と
記
述
さ
れ
て
お
り

(�)

、
男
性
は
狩
猟
を
行
い
、
時
に
は｢

木
人
を
舞
は
せ
て｣

、

つ
ま
り
人
形
を
操
る
芸
を
行
っ
た
。
一
方
の
女
性
は
、｢

朱
を
施
し
粉
を
傳

け
、
倡
歌
淫
楽
し
て
、
も
て
妖
媚
を
求｣

め
、｢

亟
行
人
旅
客
に
逢
ふ
と
い

へ
ど
も
、
一
宵
の
佳
会
を
嫌
は
ず｣

と
い
う
記
述
か
ら
、
遊
女
と
し
て
の
性

格
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
東
山
道
の
宿
駅
で
あ
っ
た
青
墓
が
、
往
来

の
激
し
い
土
地
で
あ
っ
た
た
め
、
傀
儡
子
の
女
性
達
に
と
っ
て
も
、
顧
客
と

な
る
旅
人
が
多
か
っ
た
事
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、｢

東
国

は
美
濃
・
参
川
・
近
江
等
の
党
を
、
豪
貴
と
為
す
。｣

と
い
う

『

傀
儡
子
記』

の
一
文
と
、
前
述
の
漢
詩
集
・
歌
集
の
記
述
を
鑑
み
て
も
、
美
濃
の
青
墓
は

傀
儡
子
の
主
要
な
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
把
握
出
来
る
。

さ
ら
に
、『

傀
儡
子
記』

の
記
述
を
追
う
と
、｢

今
様
・
古
川
様
・
足
柄
・

片
下
・
催
馬
楽
・
黒
鳥
子
・
田
歌
・
神
歌
・
棹
歌
・
辻
歌
・
漫
固
・
風
俗
・

咒
師
・
別
法
等
の
類
は
、
勝
げ
て
計
ふ
べ
か
ら
ず
。
即
ち
こ
れ
天
下
の
一
物

な
り
。
誰
か
哀
憐
せ
ざ
ら
む
や
。｣

と
あ
り
、
傀
儡
子
が
諸
芸
能
に
長
け
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、『

梁
塵
秘
抄
口
伝
集』

に

は
青
墓
出
身
の
遊
女
が
今
様
の
上
手
と
し
て
登
場
し
て
い
る

(�)

。
後
白
河
院
は

彼
女
達
か
ら
今
様
を
習
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
傀
儡
子
の
中
に
は
、

勅
撰
集
に
入
集
す
る
ほ
ど
の
傀
儡
子
も
い
た

(�)

。

青
墓
と
は
宿
駅
と
し
て
栄
え
、
同
時
に
、
傀
儡
子
達
の
主
な
拠
点
で
も
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
傀
儡
子
の
女
は
芸
能
者
と
し
て
の
側
面
と
遊
女
と
し
て
の
側

面
を
持
ち
、
時
代
を
経
て
も
そ
の
様
相
は
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

２

青
墓
と
源
氏

傀
儡
子
の
存
在
と
共
に
、
青
墓
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
青
墓
と
源

―�―



氏
の
関
連
性
で
あ
る
。

軍
記
物
語
に
は
、
青
墓
長
者
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
青

墓
宿
は
、
青
墓
長
者
と
呼
ば
れ
る
統
率
者
に
よ
っ
て
運
営
・
管
理
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
青
墓
長
者
は
大
炊
氏
と
呼
ば
れ
る
一
族
が
代
々
つ
と
め
て
い
た

(�)

。

源
氏
と
青
墓
長
者
の
関
係
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

『

大
炊
系
図』

に
よ
れ
ば
、
大
炊
行
遠
と
そ
の
子
供
達
が
源
為
義
に
仕
え
て

お
り
、
十
二
世
紀
以
降
に
は
両
者
の
関
係
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で

き
る

(�)
。

ま
た
、
軍
記
物
語
に
は
在
地
の
女
性
達
に
つ
い
て
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い

る
。

『

平
治
物
語』

で
は
、
青
墓
宿
の
主
で
あ
り
遊
女
で
も
あ
る

｢

大
炊｣

と

い
う
女
性
統
率
者
が
登
場
し
て
お
り

(�)
、
源
氏
へ
の
助
力
に
尽
く
す
ほ
か
、

｢

美
濃
国
青
墓
の
宿
に
、
大
炊
と
申
す
遊
君
は
、
頭
殿
年
来
の
御
宿
の
主
な

り
。｣

と
い
う
一
文
か
ら
も
、
義
朝
の
愛
妾
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る

(�)
。

な
お
、
同
記
事
に
は
義
朝
の
愛
妾
・
大
炊
の
ほ
か
に
、
義
朝
第
一
の
郎
党
で

あ
る
鎌
田
兵
衛
の
愛
妾
・
延
寿
の
存
在
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、

『

平
治
物
語』

に
は
義
朝
の
息
子
・
頼
朝
も
、
大
炊
ら
青
墓
の
女
性
達
に
よ
っ

て
平
氏
の
追
っ
手
か
ら
匿
わ
れ
た
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
大

炊
の
娘
・
夜
叉
御
前
が
兄
・
頼
朝
の
捕
縛
を
嘆
き
悲
し
ん
で
杭
瀬
川
に
入
水

し
、
大
炊
が
そ
の
菩
提
を
弔
う
た
め
出
家
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る

(�)
。『

保

元
物
語』

は
、
女
長
者
・
大
炊
の
姉
の
存
在
を
明
示
し
、
義
朝
の
父
・
為
義

の
子
を
産
ん
だ
が
、
二
人
の
子
供
達
は
源
氏
の
凋
落
に
よ
り
次
々
と
誅
せ
ら

れ
、
大
炊
の
姉
も
そ
の
悲
し
み
か
ら
入
水
し
た
と
伝
え
る

(�)
。

こ
れ
ら
か
ら
は
、
青
墓
が
源
氏
の
策
源
地
で
あ
る
ほ
か
、
愛
妾
が
い
る
事

も
相
ま
っ
て
、
源
氏
の
一
門
が
度
々
訪
れ
る
土
地
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
と
い
え
よ
う

(�)

。

『

吾
妻
鏡』

建
久
元
年

(

一
一
九
〇)

十
月
二
十
九
日
条
に
は
、
以
下
の

様
な
記
述
が
あ
る
。

廿
九
日
庚
戌
。
於
青
波
賀
駅
。
被
召
出
長
者
大
炊
息
女
等
有
纒
頭
。
故

左
典
厩
都
鄙
上
下
向
之
毎
度
。
令
止
宿
此
所
給
之
間
。
大
炊
者
為
御
寵

物
也
。
仍
被
重
彼
舊
好
之
故
乎
。
故
六
條
廷
尉
禅
門
寂
後
妾
。
乙
若
以

下
四
人
幼
息
母
。
大
炊
姉

(�)

。

『

吾
妻
鏡』

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
成
立
後
の
建
久
元
年
、
源
頼

朝
は
上
洛
す
る
途
中
に
青
墓
へ
立
ち
寄
り
、
青
墓
長
者
の
大
炊
や
そ
の
娘
を

召
し
出
し
て
纒
頭

(

＝
褒
美)

を
与
え
た
と
い
う
。
こ
の
褒
美
は
、
青
墓
長

者
に
よ
る
源
氏
へ
の
援
助
に
対
す
る
謝
礼
と
も
、
ま
た
代
々
の
棟
梁
達
と
所

縁
あ
る
故
と
も
考
え
ら
れ
、
源
氏
と
青
墓
の
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
う
か
が
え
よ

う
。青

墓
と
源
氏
に
関
し
て
、
青
墓
の
女
性
達
に
ま
つ
わ
る
挿
話
以
外
に
、
多

く
の
諸
本
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
義
朝
と
そ
の
息
子
で
あ
る
朝
長
の
説
話

で
あ
ろ
う
。

『

平
治
物
語』

に
よ
れ
ば
、
青
墓
で
大
炊
達
の
尽
力
に
よ
り
追
っ
手
か
ら

逃
げ
た
義
朝
一
行
で
あ
っ
た
が
、
息
子
の
朝
長
が
先
の
戦
闘
に
お
け
る
傷
の

悪
化
で
動
け
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
朝
長
は
義
朝
に
介
錯
を
頼
み
、
朝
長
の

首
と
遺
体
は
青
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

(�)

。
こ
の
事
は
、『

平
家
物

語』
(

屋
代
本)

、『

帝
王
編
年
記』

、『

尊
卑
分
脈』

に
も
記
さ
れ
て
お
り

(�)

、

朝
長
の
死
の
状
況
に
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
青
墓
が
そ
の
舞
台
で

あ
る
事
だ
け
は
変
わ
り
が
な
い
。
や
や
時
代
が
下
っ
た

『

義
経
記』

で
も
こ

れ
ら
の
こ
と
を
受
け
、
朝
長
は
美
濃
青
墓
で
死
ん
だ
と
伝
え

(�)

、
美
濃
青
墓
宿

を

｢

義
朝
の
浅
か
ら
ず
思
ひ
給
ひ
け
る
少
将
が
跡｣

と
す
る

(�)

。
ま
た
、
謡
曲

―�―



｢
朝
長｣

で
は
、
青
墓
を
舞
台
に
自
害
し
た
朝
長
を
鎮
魂
す
る
構
成
と
な
っ

て
い
る

(�)
。
軍
記
物
語
や
編
年
史
に
記
さ
れ
た
朝
長
説
話
は
、
青
墓
を
舞
台
に

哀
話
要
素
を
含
み
な
が
ら
脈
々
と
伝
え
続
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

源
氏
は
要
衝
地
で
あ
る
青
墓
を
訪
れ
、
そ
こ
に
住
す
る
女
性
達
は
命
を
賭

け
て
源
氏
に
助
力
す
る
。
青
墓
と
は
、
敗
走
す
る
源
氏
の
哀
話
の
舞
台
で
あ

り
、
か
つ
、
源
氏
の
た
め
に
奔
走
す
る
女
達
の
哀
話
の
舞
台
と
し
て
描
写
さ

れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

３

青
墓
の
衰
退

こ
こ
ま
で
、
青
墓
は
芸
能
に
秀
で
た
傀
儡
子
を
輩
出
す
る
土
地
で
あ
り
、

ま
た
、
源
氏
を
援
助
す
る
遊
女
達
が
居
住
す
る
土
地
で
あ
っ
た
事
に
つ
い
て

確
認
し
た
。
次
は
、
青
墓
が
宿
駅
と
し
て
い
か
な
る
発
生
と
発
展
を
遂
げ
た

の
か
、
そ
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

文
治
元
年

(

一
一
八
五)

十
一
月
、
頼
朝
は
鎌
倉
・
京
都
を
結
び
、
人
馬

の
往
来
が
盛
ん
な
東
海
道
に
関
し
て

｢

駅
路
の
法｣

を
制
定
し
た
。
鎌
倉
幕

府
は
こ
の
法
に
よ
っ
て
新
た
な
宿
駅
を
設
定
し
、
加
え
て
そ
の
体
系
化
に
努

め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

(�)

。
そ
の
一
環
と
し
て
、『

吾
妻
鏡』

建
久
五
年

(

一
一
九
四)

十
一
月
八
日
条
に
は

｢

被
支
配
街
道
駅
々
。
大
宿
分
八
人
。

小
宿
分
二
人
云
々
。｣

と
、
宿
駅
に
対
す
る
人
員
賦
課
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て

『

大
垣
市
史

(

青
墓
編)』

に
よ
れ
ば
、
青
墓
は
宿
駅

の
中
で
も

｢

大
宿｣

と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う

(�)
。『

吾
妻
鏡』

建
久
元

年

(

一
一
八
九)

十
二
月
十
六
日
条
、『

吾
妻
鏡』

建
久
六
年

(

一
一
九
五)

六
月
二
八
日
条
、
ま
た

『

神
道
集』

巻
七

｢

上
野
国
勢
多
群
鎮
守
赤
城
大
明

神
事｣

は
、
青
墓
往
来
を
伝
え
る
記
事
で
あ
り

(�)

、
十
二
世
紀
末
ま
で
は
青
墓

が
主
要
な
宿
駅
と
し
て
機
能
し
て
い
た
事
が
把
握
で
き
る
。

し
か
し
、
次
第
に
青
墓
周
辺
に
も
新
た
な
宿
駅
が
発
生
し
て
い
っ
た
。
例

え
ば
、
杭
瀬
川
右
岸
の
金
生
山

(

赤
坂
山)

南
麓
に
位
置
す
る
赤
坂
は
、
鎌

倉
時
代
以
降
に
発
展
し
て
い
っ
た
宿
駅
で
あ
る
。
現
在
の
赤
坂
町
中
部
に
比

定
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
中
山
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
杭
瀬

川
の
赤
坂
河
岸
開
設
に
よ
っ
て
現
赤
坂
東
町
に
ま
で
及
ん
だ
。
ま
た
、
赤
坂

か
ら
青
墓
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
垂
井
は
美
濃
路
を
分
岐
す
る
追
分
宿
と

し
て
発
展
し
、
南
宮
神
社
の
参
道
が
通
じ
て
い
る
事
も
あ
っ
て
宿
駅
と
し
て

賑
わ
っ
た
。『

吾
妻
鏡』

に
は
、
美
濃
に
新
た
な
宿
駅
を
作
る
様
に
命
じ
た

事
と
、
そ
の
設
置
の
進
捗
が
芳
し
く
な
い
事
が
載
せ
ら
れ
て
お
り

(�)

、
赤
坂
・

垂
井
も
こ
の
よ
う
な
時
期
に
宿
駅
と
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『

吾
妻
鏡』

貞
永
四
年

(

一
二
三
五)

十
一
月
十
三
日
条
に
は
、
す
で
に
赤

坂
宿
の
前
身
で
あ
る
杭
瀬
川
駅
が
登
場
し
て
い
る
が

(�)

、『

大
垣
市
史

(

青
墓

編)』

で
は
、｢

こ
の
杭
瀬
川
駅
は
い
つ
で
き
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
鎌
倉

幕
府
の
初
め
頃
ま
で
は
公
設
の
宿
駅
は
青
墓
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
後
に
お
い
て
公
設
の
宿
駅
は
杭
瀬
川
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す

る
と
青
墓
は
宿
駅
で
は
な
く
な
り
、
昔
栄
え
た
宿
駅
の
面
影
を
遺
す
だ
け
の

茶
屋
の
一
軒
位
が
、
名
残
を
留
め
る
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

飛
鳥
井
雅
有
に
よ
る
紀
行
文

『

春
の
深
山
路』

に
は
、
以
下
の
様
な
記
述

が
あ
る
。

青
墓
の
宿
は
昔
そ
の
名
高
き
里
な
れ
ど
、
今
は
家
も
少
な
う
、
遊
女
も

な
か
め
り
。
故
宰
相
の

｢

名
は
大
方
の
青
墓
の
里｣

と
詠
み
給
へ
り
し

も
、
げ
に
は
か
な
く
、
跡
と
も
見
え
ず

(�)
。

『

春
の
深
山
路』
は
、
弘
安
三
年

(

一
二
八
〇)

の
飛
鳥
井
雅
有
の
旅
を
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も
と
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
、
青
墓
は
す
で
に
荒
廃

し
た
様
相
を
帯
び
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
榎
原
雅
治
氏
は
、
時
代
が
下
っ
た
十

六
世
紀
前
半
の
美
濃
で
は
、
近
隣
諸
国
間
の
勢
力
争
い
に
よ
り
争
乱
と
下
克

上
が
頻
発
し
、
旅
人
達
は
美
濃
廻
り
の
ル
ー
ト

(

＝
美
濃
路)

自
体
の
通
行

を
避
け
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る

(�)
。
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
青
墓
も
主
要
な

宿
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
赤
坂
宿
の
助
郷
に
す

ぎ
な
い

(�)
。
十
三
世
紀
以
降
、
青
墓
は

『

春
の
深
山
路』

に
お
い
て
記
述
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
、｢

げ
に
は
か
な
く
、
跡
と
も
見
え
ず｣

の
里
と
な
り
、
か

つ
て
の
賑
わ
い
も
失
っ
た
宿
と
し
て
影
を
潜
め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
扱
う

｢

小
栗
判
官｣

は
、
中
世
末
に
広
く
知
れ
渡
り
、
現
存
す
る

諸
本
も
そ
の
成
立
は
十
七
世
紀
以
降
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
は
る
か
昔
に

衰
退
し
た
青
墓
を
舞
台
と
す
る
の
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
を
か

つ
て
青
墓
に
居
住
し
た
と
い
わ
れ
る
芸
能
者
や
傀
儡
子
の
み
に
託
す
に
は
、

や
や
長
い
年
月
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
は
、｢

小
栗
判
官｣

が
隆
盛
し
た
近
世
の
資
料
群
に
も
目
を
向
け
て
、
青
墓
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
探
っ
て
い
き
た
い
。

４

十
七
世
紀
以
降
に
お
け
る
青
墓
の
叙
景

近
世
以
降
、
小
栗
の
舞
台
で
あ
る
青
墓
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
認

知
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、｢

小
栗
判
官｣

が
隆
盛
し
た
十
七
世
紀

以
降
の
青
墓
に
関
わ
る
記
述
を
時
系
列
で
追
っ
て
い
く
。

万
治
二
年(

一
六
五
九)

頃
成
立
と
さ
れ
る
浅
井
了
意『

東
海
道
名
所
記』

で
は
、
美
濃
青
墓
を
筆
頭
と
し
て
、
か
つ
て
の
長
者
遊
君
に
よ
る
歓
待
情
景

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

天
竜
の
川
上
、
東
の
は
た
に
、
池
田
の
宿
の
あ
と
あ
り
。
長
者
の
住
け

る
所
、
百
間
四
方
ば
か
り
あ
り
。
を
よ
そ
、
美
濃
の
青
墓
、
近
江
の
池

田
、
す
る
が
の
手
越
な
ど
は
、
い
づ
れ
も
長
者
遊
君
あ
り
て
、
昔
は
往

来
の
武
士
、
若
き
人
々
、
門
前
に
馬
を
繋
ぎ
、
金
銀
を
投
げ
て
、
酒
宴

を
催
し
、
今
様
・
朗
詠
の
歌
舞
を
も
て
あ
そ
び
し
所
な
れ
ば
、
江
口
、

神
崎
に
も
い
か
で
か
劣
り
侍
ら
ん

(�)

。

ま
た
、
貞
享
元
年

(

一
六
八
四)

に
成
立
し
た
貝
原
益
軒
著

『

東
路
記』

で
は
、
青
墓
の
情
景
通
過
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

青
墓
は
、
昔
は
宿
駅
な
り
。
今
は
小
里
な
り
。
町
な
し
。
名
所
な
り
。

古
歌
有
。
長
者
が
屋
敷
の
跡
有
り
。
朝
長
の
社
は
、
青
墓
の
西
の
道
よ

り
北
の
谷
の
お
く
に
四
五
町
に
あ
り
。
朝
長
八
幡
と
云
。
そ
の
北
の
山

上
に
、
朝
長
の
墓
有
り

(�)

。

『

東
路
記』

に
は

『

東
海
道
名
所
記』

同
様
、
青
墓
が
昔
の
宿
駅
で
あ
る

こ
と
と
と
、
現
在
は
小
里
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て

源
氏
所
縁
の
旧
跡
が
立
地
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
大
田
南
畝
が
著

し
た
紀
行
文

『

壬
戌
紀
行』

は
、
こ
れ
ら
よ
り
時
代
を
経
た
享
和
二
年

(

一

七
一
七)

の
紀
行
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
青
墓
宿
に
源
氏
所
縁
の
墓
所

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

(�)

。

正
徳
二
年

(

一
七
一
二)

頃
成
立
の

『

和
漢
三
才
図
会』

に
は

｢

青
野
ヶ

原

青
墓｣

の
項
目
が
あ
り
、
義
朝
の
妾
・
常
磐
に
関
す
る
伝
承
と
、
常
磐

が
青
墓
に
て
殺
害
さ
れ
た
と
す
る
伝
承
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
て
い
る

(�)

。
同

様
に
、
享
保
二
年

(

一
七
一
七)

成
立
の
随
筆

『

広
益
俗
説
弁』

で
も
常
磐

御
前
が
青
墓
で
殺
さ
れ
た
と
す
る
俗
説
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る

(�)

。

さ
ら
に
、
十
九
世
紀
に
至
っ
て
か
ら
の
青
墓
に
関
す
る
記
述
を
見
て
み
た

い
。
文
化
元
年

(
一
八
〇
四)

に
遠
山
景
普
が
著
し
た

『

続
未
曾
有
記』

で
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は
、
青
墓
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
記
述
さ
れ
て
い
る
。

青
野
村
、
青
墓
の
宿
、
今
は
小
里
な
り
。
里
中
左
に
、
朝
長
の
墓
、
な

ら
び
に
義
朝
、
義
平
の
石
塔
も
あ
り
。
寺
の
境
内
な
り
。
長
者
の
屋
敷

跡
は
、｢
北
八
丁
程
の
田
中
に
あ
り｣

と
云
。
其
外
、
牛
若
丸
の
植
し

よ
し
竹
、
学
の
清
水
な
ど
、
由
来
を
語
れ
ど
も
、
例
の
蛇
足
な
り
。

前
述
の
資
料
群
同
様
、
こ
こ
で
も
や
は
り
青
墓
が
小
里
で
あ
る
事
、
源
氏

の
旧
跡
や
青
墓
長
者
屋
敷
の
跡
が
あ
る
事
を
伝
え
て
い
る

(�)
。
ほ
か
に
も
、
文

化
二
年(

一
八
〇
五)

に
刊
行
さ
れ
た『

木
曽
路
名
所
図
会』

の
青
墓
に
は
、

｢

朝
長
墓｣

、｢

長
者
屋
敷｣

、｢
義
平
・
義
朝
・
朝
長｣

の
石
塔
な
ど
が
描
か

れ
て
お
り
、
詞
書
に
は
、
や
は
り
青
墓
が
小
里
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
青
墓

長
者
の
屋
敷
跡
や
源
氏
墓
所
、
照
手
所
縁
の
竹
塚
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
資
料
群
の
特
徴
は
、
青
墓
の
今
昔
を
比
較
す

る
記
述
が
明
瞭
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
青
墓
に
お
け
る
源
氏
ゆ
か
り
の
旧

跡
に
つ
い
て
記
述
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。｢
昔
は
往
来
の
武
士
、

若
き
人
々
、
門
前
に
馬
を
繋
ぎ
、
金
銀
を
投
げ
て
…｣

｢
昔
は
宿
駅
な
り
。｣

と
か
つ
て
の
繁
栄
を
述
べ
る
一
方
、｢

今
は
小
里
な
り｣

と
現
在
の
衰
退
様

相
を
伝
え
、
そ
の
比
較
が
見
て
取
れ
る
。

青
墓
は
、
十
三
世
紀
以
降
、
衰
退
し
て

｢

小
里｣

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

近
世
に
至
っ
て
も
そ
の
様
相
は
変
わ
ら
な
い
が
、
著
名
な
旧
跡
と
し
て
各
所

で
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
源
氏
や
青
墓
長
者
と
い
っ
た
、
青
墓

に
お
け
る
源
氏
伝
承
が
人
々
に
強
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、
絵
巻

『

を
く
り』

に
お
け
る
青
墓

こ
こ
か
ら
は
、
前
章
で
言
及
し
た
青
墓
の
特
徴
と
歴
史
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

｢

小
栗
判
官｣

に
お
け
る
青
墓
に
つ
い
て
絵
巻

『

を
く
り』

の
詞
書
を
中
心

に
検
討
し
た
い
。

は
じ
め
に
、
絵
巻

『

を
く
り』

(

以
下
、
絵
巻)

の
詞
書
を
も
と
に
、｢

小

栗
判
官｣

の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

鞍
馬
寺
・
毘
沙
門
天
の
申
し
子
と
し
て
生
ま
れ
た
小
栗
は
、
家
柄
・
文
武

の
才
に
優
れ
な
が
ら
も
、｢

不
調｣

の
性
格
ゆ
え
、
度
重
な
る

｢

妻
嫌
い｣

の
果
て
に
大
蛇
と
契
り
を
交
わ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
醜
聞
を
耳
に
し
た
父
・

兼
家
は
、
小
栗
を
常
陸
へ
配
流
す
る
。

常
陸
に
流
さ
れ
た
小
栗
は
、
あ
る
時
、
旅
の
商
人
・
後
藤
か
ら
武
蔵
相
模

の
郡
代
で
あ
る
横
山
の
娘
・
照
手
姫
の
美
貌
を
耳
に
し
、
強
引
に
婿
入
り
を

す
る
。
小
栗
の
不
躾
な
対
応
に
激
昂
し
た
照
手
の
父
・
横
山
は
、
人
喰
い
馬
・

鬼
鹿
毛
を
使
っ
て
小
栗
を
暗
殺
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
計
画
は
失
敗
。
次

に
横
山
は
酒
宴
に
お
け
る
毒
殺
を
計
画
し
、
果
た
し
て
、
小
栗
と
そ
の
配
下

十
人
達
は
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。
夫
を
失
っ
た
照
手
姫
は
、
各
地
で
転
々
と

身
売
り
を
さ
れ
、
最
終
的
に
美
濃
の
青
墓
の
君
の
長
に
引
き
取
ら
れ
、
辛
い

水
仕
女
の
仕
事
に
就
く
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
冥
土
で
は
小
栗
が
閻
魔
大
王
の
裁
き
を
受
け
て
い
た
。
共
に
非
業

の
死
を
遂
げ
た
家
臣
達
が
閻
魔
大
王
に
助
命
を
訴
え
た
事
で
、
小
栗
は
現
世

へ
生
き
返
る
事
と
な
っ
た
が
、
生
き
返
っ
た
そ
の
姿
は
、
目
・
耳
・
口
が
不

能
の
醜
い
餓
鬼
の
姿
で
あ
っ
た
。
本
復
を
目
指
し
、
土
車
に
乗
っ
て
熊
野
本

宮
湯
の
峯
を
目
指
す
小
栗
の
道
行
が
始
ま
っ
た
。
小
栗
は
餓
鬼
阿
弥
と
呼
ば
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れ
、
土
車
は
各
地
で
代
る
代
る
曳
か
れ
て
い
き
、
青
墓
で
は
照
手
姫
と
邂
逅

す
る
。
照
手
姫
は
そ
の
正
体
を
小
栗
と
知
ら
な
い
ま
ま
、
三
日
間
の
暇
を
得

て
土
車
を
曳
く
手
助
け
を
す
る
。
青
墓
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
三
日
目
、
照

手
姫
は
餓
鬼
阿
弥
の
胸
札
に
、
本
復
し
た
ら
青
墓
に
寄
っ
て
欲
し
い
と
の
旨

を
書
き
添
え
て
、
青
墓
へ
帰
還
す
る
。

そ
の
後
、
熊
野
で
本
復
を
果
た
し
た
小
栗
は
、
青
墓
で
照
手
姫
と
の
再
会

を
果
た
し
、
大
団
円
を
む
か
え
る
。

以
上
が
物
語
の
梗
概
で
あ
る
が
、
で
は
、｢

小
栗
判
官｣

の
諸
本
に
お
い

て
、
青
墓
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

｢

小
栗
判
官｣

に
お
け
る
青
墓
は
、
人
買
い
に
売
ら
れ
た
照
手
姫
が
水
仕

女
と
し
て
働
く
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
小
栗
と
の
再
会
を
果
た
す
場
所
で
も

あ
る
。
諸
本
が
成
立
し
た
頃
の
青
墓
は
、『
春
の
深
山
路』

や

『

東
路
記』

で
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
お
り
、｢

げ
に
は
か
な
く
、
跡
と
も
見
え｣

な
い
よ

う
な

｢

小
里｣

と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

小
栗
判
官｣

に

お
け
る
青
墓
は
そ
の
よ
う
な
荒
廃
し
た
青
墓
の
姿
と
は
乖
離
し
て
い
る
。
以

下
は
、
絵
巻
に
お
け
る
青
墓
の
情
景
描
写
で
あ
る
。

十
六
人
の
下
の
水
仕
え
を
ば
、
一
度
に
は
ら
り
と
追
ひ
上
げ
て
、
照
手

の
姫
に
渡
る
な
り
。｢

下
る
雑
駄
が
五
十
匹
、
上
る
雑
駄
が
五
十
匹
、

百
匹
の
馬
が
着
い
た
は
。
糠
を
飼
へ
。
百
人
の
馬
子
ど
も
の
、
足
の
湯
・

手
水
・
飯
の
用
意
つ
か
ま
つ
れ
。
十
八
町
の
野
中
な
る
、
御
茶
の
清
水

を
上
げ
さ
い
の
。
百
人
の
流
れ
の
姫
の
、
足
の
湯
、
手
水
、
お
鬢
に
参

ら
い
。
小
萩
殿｣

。
こ
な
た
へ
は
常
陸
小
萩
、
あ
な
た
へ
は
常
陸
小
萩

と
召
し
仕
え
ど
も
、
な
に
か
照
る
日
月
の
申
し
子
の
こ
と
な
れ
ば
、
千

手
観
音
の
影
身
に
添
う
て
御
立
ち
あ
れ
ば
、
い
に
し
へ
の
十
六
人
の
下

の
水
仕
よ
り
、
仕
舞
は
は
や
う
お
い
で
あ
る
。

｢

小
栗
判
官｣

に
お
け
る
青
墓
は
、｢

百
人
の
流
れ
の
姫｣

が
居
住
し
、
多

く
の
遊
女
や
往
来
す
る
馬
の
世
話
の
た
め
に

｢

十
六
人
の
下
の
水
仕｣

が
必

要
と
さ
れ
、
非
常
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
る

(�)

。
決
し
て

｢

げ
に
は
か
な
く
、

跡
と
も
見
え
ず
。｣

の
青
墓
で
は
な
い
。
な
お
、
絵
巻
か
ら
正
徳
・
享
保
頃

に
成
立
し
た
豊
孝
本

『

お
く
り
の
判
官』

ま
で
、
一
貫
し
て
こ
の
よ
う
な
青

墓
が
描
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
点
、
青
墓
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
青
墓
の
君

の
長
の
存
在
で
あ
る
。

以
下
は
、
照
手
姫
が
青
墓
の
君
の
長
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
の
絵
巻
の
詞

書
で
あ
る
。

上
り
大
津
の
商
人
が
、
値
が
増
す
と
て
売
る
ほ
ど
に
、
商
ひ
物
の
面
白

や
、(

ａ)

あ
と
よ
さ
き
よ
と
売
る
ほ
ど
に
、
美
濃
の
国
青
墓
の
宿
、

よ
ろ
づ
屋
の
君
の
長
殿
の
代
を
も
っ
て
十
三
貫
に
買
い
取
つ
た
は
の
、

諸
事
の
哀
れ
と
聞
こ
え
給
ふ
。

君
の
長
は
御
覧
じ
て
、｢(

ｂ)

あ
ら
う
れ
し
の
御
事
や
。
百
人
の
流
れ

の
姫
を
持
た
ず
と
も
、
あ
の
姫
一
人
持
つ
な
ら
ば
、
君
の
長
夫
婦
は
、

楽
々
と
過
げ
う
こ
と
の
う
れ
し
や
。｣

と
、
一
日
二
日
は
よ
き
に
寵
愛

を
な
さ
る
る
が
、
あ
る
日
の
雨
中
の
こ
と
な
る
に
、
姫
を
お
前
に
召
さ

れ
、｢(

Ｃ)

な
う
、
い
か
に
姫
。
こ
れ
の
内
に
は
国
名
を
呼
う
で
使
う

ほ
ど
に
、
御
身
の
国
を
申
せ
。｣

そ
し
て
、
照
手
姫
が
売
ら
れ
て
い
く
こ
の
状
況
と
、
非
常
に
似
た
描
写
が

見
ら
れ
る
説
経
作
品
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、｢

さ
ん
せ
う
太
夫｣

に
お
い

て
、
安
寿
・
厨
子
王
の
姉
弟
が
人
買
い
・
山
椒
太
夫
に
引
き
取
ら
れ
る
場
面

で
あ
る
。
以
下
は
与
七
郎
正
本

『

さ
ん
せ
う
太
夫』

の
本
文
で
あ
る
。

さ
て
宮
崎
の
三
郎
が
、
兄
弟
の
人
々
を
二
貫
五
百
に
買
い
取
つ
て
、
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(

ａ)

あ
と
よ
さ
き
よ
と
売
る
ほ
ど
に
、
こ
こ
に
丹
後
の
国
、
由
良
の

港
の
さ
ん
せ
う
太
夫
が
代
を
も
つ
て
十
三
貫
に
買
い
た
る
は
、
た
だ
諸

事
の
哀
れ
と
聞
こ
え
給
ふ
。

太
夫
は
こ
の
由
ご
覧
じ
て
、｢(

ｂ)

さ
て
も
よ
い
譜
代
下
人
を
、
買
い

取
つ
た
る
こ
と
の
う
れ
し
や
な
。
孫
子
・
曾
孫
の
末
ま
で
も
、
譜
代
下

人
と
呼
び
使
は
う
こ
と
の
う
れ
し
さ
よ
。｣

と
、
喜
ぶ
事
は
限
り
な
し
。

あ
る
日
の
う
ち
の
事
な
る
に
、
兄
弟
を
お
前
に
召
さ
れ
、｢

こ
れ
の
う

ち
に
は
、
名
も
な
い
者
は
使
は
ぬ
が
、
御
身
が
名
を
ば
何
と
申
す
。｣

と
お
問
ひ
あ
る
。
姉
御
こ
の
由
き
こ
し
め
し
、｢

さ
ん
候
。
そ
れ
が
し

兄
弟
は
、
こ
れ
よ
り
も
奥
方
、
山
中
の
者
に
て
ご
ざ
あ
れ
ば
、
姉
は
姉
、

弟
は
弟
と
申
し
て
、
つ
ひ
に
定
ま
る
名
も
ご
ざ
な
い
。
た
だ
よ
き
名
を

つ
け
て
お
使
ひ
あ
れ
。｣

太
夫
こ
の
由
き
こ
し
め
し
、｢(

Ｃ)

げ
に
も

な
る
こ
と
を
申
す
者
か
な
。
そ
の
儀
に
て
あ
る
な
ら
ば
、
国
里
は
い
づ

く
ぞ
。
国
名
を
付
け
て
呼
ぼ
う
。｣

と
の
御
諚
な
り
。

傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。(

ａ)

に
関
し
て
は
、
照
手
姫
／
姉
弟
が
各
地

を
漂
泊
後
に
売
ら
れ
て
い
く
場
面
で
あ
り
、
絵
巻
と
与
七
郎
正
本

『

さ
ん
せ

う
太
夫』

は
、
ほ
ぼ
同
様
の
詞
書
き
を
持
つ
。(

ｂ)

に
関
し
て
は
、
そ
の

詞
書
は
異
な
る
も
の
の
、
君
の
長
／
さ
ん
せ
う
太
夫
が
良
い
人
材
を
得
た
事

を
喜
ぶ
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て

(

ｃ)

で
は
、
買
い
取
っ
た
照
手
姫
／
姉
弟

に
、
名
前
を
つ
け
る
場
面
へ
と
続
く
。
残
存
す
る
す
べ
て
の

｢

小
栗
判
官｣

諸
本
、｢

さ
ん
せ
う
太
夫｣

諸
本
に
お
い
て
、
こ
の

(

ａ)

か
ら

(

ｃ)

へ

向
か
う
一
連
の
流
れ
が
見
ら
れ
、
絵
巻
と
与
七
郎
正
本

『

さ
ん
せ
う
太
夫』

の
詞
書
は
、
特
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。

再
度
絵
巻
に
目
を
向
け
て
る
と
、
君
の
長
は
照
手
姫
に

｢

伊
勢
小
萩｣

と

い
う
国
名
を
付
け
た
後
、
遊
女
に
な
る
事
を
強
い
る
。
し
か
し
、
照
手
姫
が

そ
れ
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
と
、
君
の
長
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
つ
き
つ

け
る
。

｢

な
う
い
か
に
常
陸
小
萩
殿
。
さ
て
明
日
に
な
る
な
ら
ば
、
こ
れ
よ
り

も
蝦
夷
・
佐
渡
・
松
前
に
売
ら
れ
て
に
、
足
の
筋
を
断
ち
切
ら
れ
、
日

に
て
一
合
の
食
を
服
し
、
昼
は
粟
の
鳥
を
追
ひ
、
夜
は
魚
・
鮫
の
餌
に

な
ら
う
か
。
十
二
単
を
身
に
飾
り
、
流
れ
を
立
て
う
か
、
あ
け
す
け
好

め
、
常
陸
小
萩｣

照
手
姫
を
遊
女
と
す
る
た
め
に
、
脅
し
文
句
を
巧
み
に
使
う
君
の
長
で
あ

る
が
、
同
様
の
言
葉
が

｢

さ
ん
せ
う
太
夫｣

で
は
実
行
さ
れ
て
し
ま
う
。
以

下
は
、
与
七
郎
正
本

『

さ
ん
せ
う
太
夫』

に
お
い
て
、
厨
子
王
・
延
寿
が
売

ら
れ
た
後
に
、
残
さ
れ
た
母
の
処
遇
を
語
る
場
面
で
あ
る
。

船
頭
こ
の
由
聞
く
よ
り
も
、｢

何
と
申
す
ぞ
。
一
人
こ
そ
は
損
に
す
る

と
も
、
二
人
ま
で
損
に
は
す
ま
い｣

と
て
、
持
つ
た
る
櫂
に
て
打
ち
伏

せ
、
船
梁
に
結
つ
け
て
、
蝦
夷
が
島
へ
ぞ
売
つ
た
り
け
り
。
蝦
夷
が
島

の
商
人
は
、
能
が
な
い
職
が
な
い
と
て
、
足
手
の
筋
を
断
ち
切
つ
て
、

日
に
一
合
を
服
し
て
、
粟
の
鳥
を
追
う
て
お
は
し
ま
す
。
こ
れ
は
御
台

の
物
語
。

こ
れ
ら
を
比
較
し
て
み
る
と
、｢

小
栗
判
官｣

の
君
の
長
と
、｢

さ
ん
せ
う

太
夫｣

の
人
買
い
や
さ
ん
せ
う
太
夫
の
言
動
は
類
似
し
た
描
写
が
見
ら
れ
、

君
の
長
に
は
、
さ
ん
せ
う
太
夫
達
と
同
様
の
無
慈
悲
な
人
物
像
が
組
み
こ
ま

れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
太
夫
達
と
君
の
長
の
末
路
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。｢

さ

ん
せ
う
太
夫｣

の
結
末
で
は
、
太
夫
達
は
権
力
を
得
た
厨
子
王
に
よ
っ
て
死

罪
に
処
せ
ら
れ
る
。
一
方
、｢

小
栗
判
官｣

の
君
の
長
は
、
照
手
姫
を
酷
使

し
た
咎
で
一
度
は
死
罪
を
命
じ
る
も
の
の
、
照
手
姫
の
口
添
え
に
よ
っ
て
死
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罪
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、｢

美
濃
国
十
八
郡
一
式
進
退
、
総
政
所｣

の
褒
美
を

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

説
経
の
結
末
に
お
け
る
信
賞
必
罰
は
、
非
常
に
明
確
で
あ
る
。｢

し
ん
と

く
丸｣
で
は
、
し
ん
と
く
丸
を
追
い
出
し
た
義
母
と
義
弟
は
、
死
罪
を
命
じ

ら
れ
る
。｢
さ
ん
せ
う
太
夫｣

に
つ
い
て
も
、
前
述
の
通
り
、
さ
ん
せ
う
太

夫
を
始
め
、
そ
の
息
子
・
三
郎
、
ま
た
、
関
わ
っ
た
人
買
い
達
も
ろ
と
も
死

罪
に
処
す
。

こ
の
よ
う
に
、
説
経
作
品
に
お
け
る
無
慈
悲
な
登
場
人
物
は
、
結
末
で
は

厳
罰
の
対
象
と
な
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
君
の
長
に
関
し
て
は
、
例

外
的
に
褒
賞
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
青
墓
を
巡
る
絵
巻
の
詞
書
を
、
他
の
諸
本
と
比
べ
な

が
ら
、
微
視
的
に
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
絵
巻
に
は
青
墓
描
写
に
関
し
て
諸
本
と
異
な

る
点
が
二
点
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
目
に
、
絵
巻
に
は
照
手
姫
の
難

題
解
決
譚
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
難
題
解
決
譚
に
つ
い
て
は
、
奈
良
絵
本
の
記
述
を
引
用
す
る
。

そ
の
後
長
殿
は
、
料
足
七
文
を
と
り
い
だ
し
、｢

や
あ
い
か
に
常
陸
小

萩
よ
。
此
七
文
に
て
、
七
色
の
唐
名
の
も
の
を
買
う
て
参
ら
い
よ
。
い

か
に�｣
と
お
申
し
あ
る
。
常
陸
小
萩
は
聞
こ
し
め
し
、｢

そ
れ
料

足
七
文
に
て
、
七
色
の
唐
名
の
物
は
買
は
れ
ま
い
。
七
色
の
名
を
さ
へ

お
申
し
な
く
し
て
、
何
と
し
て
か
は
買
ふ
べ
き
ぞ
、
長
殿
さ
ま｣

と
、

お
申
し
あ
れ
ば
、
長
は
こ
の
由
聞
こ
し
め
し
、｢

此
七
色
の
唐
名
の
物
、

一
色
も
違
ふ
な
ら
ば
、
流
れ
を
立
て
う
と
思
は
ひ
の｣

…

脅
し
文
句
を
突
き
つ
け
な
が
ら
、
遊
女
勤
め
を
強
い
る
君
の
長
に
対
し
、

照
手
姫
は
決
し
て
首
を
縦
に
振
ら
な
い
。
そ
こ
で
君
の
長
は
、
七
文
で
七
色

の
唐
名
の
も
の
を
買
っ
て
く
る
難
題
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
遊
女
と
し
て

勤
め
に
出
よ
と
迫
る
。
し
か
し
、
照
手
は
機
転
を
利
か
せ
て
難
題
を
解
決
し
、

遊
女
に
な
る
代
わ
り
に
水
仕
女
の
仕
事
を
得
る
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
相
違
は
、
君
の
長
の
呼
称
に
関
し
て
で
あ
る
。
絵
巻
で
は

｢

君

の
長｣

と
呼
称
す
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
諸
本
で
は

｢

長｣

と
い
う
呼

び
名
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
巻
の
み
に
使
用
さ
れ
る
、
君
の
長
と
い
う
呼
称
は
何
を
表
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
呼
称
が
、
他
作
品
に
お
い
て
も
登
場
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
考
え
た
い
。

そ
れ
は
、
幸
若
舞
曲

｢

烏
帽
子
折｣

で
あ
る
。｢

烏
帽
子
折｣

は
室
町
時

代
成
立
の
判
官
物
で
、
義
経
の
元
服
や
盗
賊
熊
坂
長
範
を
撃
退
す
る
挿
話
な

ど
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
も
君
の
長
と
よ
ば
れ
る

青
墓
の
遊
君
の
頭
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

物
語
で
は
、
主
人
公
・
牛
若
が
、
身
分
を
や
つ
し
、
商
人
の
下
人
と
し
て

青
墓
宿
を
訪
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
青
墓
宿
の
君
の
長
は
、
牛
若
が

草
刈
笛
を
吹
く
姿
を
見
て
、
誰
も
分
か
ら
な
か
っ
た
草
刈
笛
の
由
来
を
理
解

し
、
牛
若
の
正
体
を
下
人
で
は
な
い
と
見
破
る
。
そ
の
後
、
君
の
長
は
、
牛

若
を
呼
び
出
し
、
自
ら
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

其
後
、
君、
の、
長、
、
浜
千
鳥
を
召
さ
れ
、｢

以
前
に
笛
吹
た
る
京
藤
太
と

や
ら
ん
は
、
思
へ
ば
見
る
所
の
有
る
に
、
こ
な
た
へ
連
れ
て
参
れ｣

｢
承
る｣

と
申
て
、
牛
若
殿
を
具
足
し
申
す
。(

中
略)

｢

な
ふ
、
御
身

は
何
を
の
給
ふ
ぞ
。
自
ら
は
義
朝
の
妻
女
な
り
。
万
寿
の
姫
と
申
て
、

忘
れ
形
見
の
御
座
候
ふ
を
、
い
ら
か
寺
の
麓
に
出
家
に
な
し
置
き
申
な

り
。
扨
こ
の
あ
な
た
に
、
一
間
四
面
に
光
堂
を
建
て
、
阿
弥
陀
の
三
尊

を
安
置
申
、
義
朝
、
悪
源
太
、
朝
長
父
子
三
人
の
御
影
を
あ
ら
は
し
申

―�―



也
。
も
し
も
源
氏
の
ゆ
か
り
か
ゝ
り
に
て
ま
し
ま
さ
ば
、
焼
香
な
む
ど

あ
れ
か
し
、
な
ふ
。
あ
ら
心
深
の
冠
者
殿
や
…

(�)
｢

烏
帽
子
折｣

に
お
け
る
君
の
長
は
、
源
氏
所
縁
の
義
朝
の
愛
妾
で
あ
っ

た
。
こ
の
君
の
長
に
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た『

平
治
物
語』

や『

吾
妻
鏡』

な
ど
に
登
場
す
る
、
大
炊
な
ど
の
青
墓
長
者
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
こ
ま
で
絵
巻
の
青
墓
描
写
と
他
の
諸
本
と
の
相
違
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
事
は
何
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
一
点
目
に
、
照
手
姫
の
難
題
解
決
譚
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

照
手
姫
の
難
題
解
決
譚
は
、
奈
良
絵
本
を
は
じ
め
後
続
諸
本
に
お
い
て
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
巻
の
み
そ
の
箇
所
が
欠
如
し
て
い
る
。
横
山
重

氏
の
論
説
を
考
慮
す
れ
ば
、
絵
巻
と
奈
良
絵
本
よ
り
古
く
に
存
在
し
た｢

原
・

小
栗
判
官｣

に
お
い
て
、
照
手
姫
の
難
題
解
決
譚
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る

(�)

。
だ
が
、
絵
巻
が

｢

原
・
小
栗
判
官｣

の
詞
書
か
ら
難
題
解
決
譚

を
削
り
取
っ
た
か
、
ま
た
は
、
絵
巻
成
立
よ
り
あ
と
に
難
題
解
決
譚
が
挿
入

さ
れ
た
の
か
は
、
現
状
で
は
判
別
が
つ
か
な
い
。
た
だ
一
つ
考
え
ら
れ
る
事

は
、
絵
巻
の
詞
書
は
、
そ
の
他
の
諸
本
と
は
異
な
る
系
列
に
お
い
て
発
展
し

て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
点
目
に
、
な
ぜ
絵
巻
の
み
が
、
照
手
姫
が
身
を
売
ら
れ
る
遊
女
宿
の
長

を

｢

君
の
長｣

と
呼
称
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
姿
勢
か
ら
は
、
幸
若
舞
曲

『

烏
帽
子
折』

に
描
写
さ
れ
た
青
墓
を
少

な
か
ら
ず
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
幸
若
舞
曲

『

烏

帽
子
折』

は
、『

平
治
物
語』

や

『

吾
妻
鏡』

な
ど
の
軍
記
物
語
の
伝
承
を

汲
ん
だ
構
想
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
君
の
長
は
無
慈
悲
な
人
物
で
あ

る
一
方
、『

吾
妻
鏡』

で
褒
美
を
与
え
ら
れ
た
青
墓
長
者
の
よ
う
に
、
武
家

か
ら
の
褒
賞
さ
れ
る
人
物
の
性
質
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
絵
巻

『

を
く
り』

の
青
墓
と
は
、
軍
記
物
か
ら
幸
若
舞
曲
な
ど
の
作
品

に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
源
氏
所
縁
の
青
墓
長
者
が
君
臨
す
る
、
繁

栄
す
る
青
墓
像
と
い
う
描
写
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。お

わ
り
に

本
稿
で
は
、｢

小
栗
判
官｣

に
お
け
る
新
た
な
読
解
を
目
指
し
、
絵
巻

『

を
く
り』

を
中
心
に
青
墓
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て
き
た
。
宿
駅
が
発
展

す
る
中
世
か
ら
、｢

小
栗
判
官｣

が
隆
盛
す
る
近
世
に
至
る
ま
で
の
青
墓
を

追
っ
て
み
る
と
、
青
墓
宿
は
衰
退
し
て
も
、
文
芸
上
に
お
い
て
は
源
氏
と
青

墓
長
者
の
存
在
を
背
景
と
し
て
繁
栄
し
た
様
相
が
喧
伝
さ
れ
続
け
る
事
が
分

か
る
。

そ
し
て
、｢

小
栗
判
官｣

も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
繁
栄
す
る
青
墓
を
舞

台
に
、
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
諸
本
の
中
で
も
絵
巻『

を
く
り』

の
青
墓
描
写
に
つ
い
て
は
、
他
の
諸
本
と
一
線
を
画
し
た
独
自
の
詞
書
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
軍
記
物
か
ら
幸
若
舞
曲
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
受
け
継
が

れ
て
き
た
青
墓
の
姿

源
氏
所
縁
の
長
者
が
管
理
を
す
る
繁
栄
す
る
青
墓

の
姿
が
、
よ
り
顕
著
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
、
絵
巻
の
み
が
独
自
の
詞
書
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
か
は
、
そ
の
成

立
形
態
や
、
当
時
の
他
作
品
や
他
の
絵
巻
と
の
比
較
、
社
会
背
景
な
ど
も
関

わ
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
。
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[
付
記]

一
部
の
引
用
資
料
に
つ
い
て
は
、
通
読
し
や
す
い
様
に
、
適
宜
仮

名
を
漢
字
に
、
又
は
漢
字
を
仮
名
に
改
め
た
。
漢
字
は
、
現
在
の
標
準
的
な

表
記
法
に
従
い
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
底
本
に
句
読
点
、
段
落
が

な
い
場
合
、
必
要
に
応
じ
、
句
読
点
を
付
け
、
段
落
を
設
け
て
改
行
し
た
。

ま
た
、
会
話
・
一
人
語
り
の
部
分
に
は
、｢

｣

ま
た
は

『
』

を
付
し
た
。

一
部
引
用
資
料
に
お
い
て
、
強
調
の
為
に
、
傍
線
・
傍
点
を
付
し
て
い
る
。

説
経
本
文
は
、
横
山
重
編

『

説
経
正
本
集』

(

角
川
書
店

一
九
七
八)

か
ら
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
際
適
宜
、
東
洋
文
庫

『

説
経
節
―
山
椒
太

夫
・
小
栗
判
官
他
―』

(

荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
編
注
、
平
凡
社
、
一
九
七

三)

と
、
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
説
経
集』

(

室
木
弥
太
郎
校
注
、
新
潮
社
、

一
九
七
七)

を
参
考
に
し
た
。

【

注
】

(

１)

日
暮
小
太
夫
の

『

お
ぐ
り
て
る
て
ゆ
め
物
か
た
り』

に
、｢

五
せ
つ

き
や
う｣

と
い
う
注
記
が
あ
る
。

(

２)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
瀬
田
勝
哉
氏
が
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

｢

中
・
近
世
の
転
換
期
、
ほ
ん
と
う
に
青
墓
周
辺
で
こ
の
よ
う
な
女
性
集

団
が
活
動
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。｢

を
く
り｣

の
物
語
が
持
つ
よ
う
な

強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
噴
き
出
さ
せ
る
社
会
的
、
文
化
的
環
境
が
そ
の
頃

の
青
墓
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。(

中
略)

そ
の
時
代
を
も
と
に
し
て
つ

く
ら
れ
た
青
墓
像
を
、
そ
の
ま
ま
単
純
に
四
百
年
も
下
っ
た
中
世
末
か
ら

近
世
初
め
に
持
ち
込
み
現
実
の
姿
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
無
謀
す
ぎ

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
り
の
証
明
が
い
る
の
だ
。｣

(

瀬
田
勝
哉

｢

説
経

『

を
く
り』

の
離
陸

｢

引
く
物
語｣

は
何
を
語
る
か

｣
(『

武
蔵

大
学
人
文
学
会
雑
誌』

四
一
―
二
、
二
〇
一
〇
／
一))

(

３)

絵
巻

『

を
く
り』

以
外
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
奈
良
絵
本

『

お
く
り』

(

近
世
初
期)

、
古
活
字
本

『

を
ぐ
り』

(

寛

永
初
年
刊
、
古
活
字
版
、
上
中
下
三
巻
の
う
ち
下
巻
の
み
残
存)

、
草
子

『

お
ぐ
り
物
語』

(

寛
文
末
延
宝
初
年
刊
、
鶴
屋
吉
右
衛
門
版
、
中
巻
・
下

巻
の
み
残
存)

、『

お
ぐ
り
判
官』

(

延
宝
三
年
孟
夏
刊
、
正
本
屋
五
兵
衛

版)

、
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
本

『

を
く
り
の
判
官』

(

正
徳
・
享
保
頃
刊
、
江

戸
惣
兵
衛
版)

(

４)

段
別
の
な
い
説
経
の
曲
目
と
し
て
は
、『

か
る
か
や』

『

小
栗
判
官』

『

さ
ん
せ
う
太
夫』

『

し
ん
と
く
丸』

の
四
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。
室
木
弥

太
郎

『

語
り
物

(

舞
・
説
教
・
古
浄
瑠
璃)

の
研
究』

(

風
間
書
房

一

九
七
〇)

参
照
。

(

５)

先
行
研
究
で
は
、
助
詞

｢

て｣

と
間
投
詞

｢

に｣

を
合
わ
せ
た

｢

て

に｣

の
用
例
を
持
つ
説
経
作
品
は
、
比
較
的
古
い
詞
書
を
も
つ
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
高
野
辰
之
氏
は
こ
の
用
例
を
伊
勢
方
言
に
由
来
す
る
も

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
室
木
弥
太
郎
氏
も
、
説
経
者
の
中
で
も
伊
勢

を
出
自
と
す
る
有
力
な
一
群
が
あ
っ
て
、
彼
ら
に
よ
っ
て

｢

て
に｣

が
語

り
口
と
し
て
波
及
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
い
る
。
室

木
弥
太
郎

『

語
り
物

(

舞
・
説
教
・
古
浄
瑠
璃)

の
研
究』

(

風
間
書
房

一
九
七
〇)

、
高
野
辰
之

｢

近
世
の
語
り
物｣

(『

文
学』

二
―
二

一

九
三
四
／
二)

参
照
。

(
６)

横
山
重
編

『

説
経
正
本
集』

(

角
川
書
店

一
九
七
八)

(

７)
西
田
耕
三
氏
は
、
説
経
冒
頭
の
本
地
語
り
に
注
目
し
、
そ
の
語
り
口

の
位
相
を
比
較
し
た
結
果
、〈
本
地
を
説
き
た
て
広
め
申
す
〉
と
い
う
語

句
が
古
浄
瑠
璃
等
に
は
見
ら
れ
ず
、
説
経
の
一
部
作
品
の
み
で
使
用
さ
れ

て
い
る
事
を
指
摘
し
、
絵
巻

『

を
く
り』

に
つ
い
て
も
該
当
す
る
と
論
じ

―��―



た
。
西
田
耕
三

『

生
涯
と
い
う
物
語
世
界

説
経
節』

(

世
界
思
想
社

一
九
九
三)

。

(

８)
｢

青
墓
草
踈
馬
待
春
。
濃
州
傀
儡
子
所
レ

居
謂
二

之
青
冢
一

。｣
(『

本
朝

無
題
詩』
八
〇

藤
原
敦
光
詩)

(

９)
｢

一
夜
見
し
人
の
情
け
は
立
ち
か
へ
り
心
に
宿
る
青
墓
の
里｣

(『

拾

玉
集』

巻
四

詠
百
首
和
歌)

(

10)
｢

吾
妻
へ
く
だ
る
と
て
、
青
墓
の
宿
に
て
あ
そ
び
て
侍
け
る
傀
儡
、

の
ぼ
る
と
て
た
づ
ね
け
れ
ば
、
み
ま
か
り
け
る
よ
し
申
を
き
き
て
／
た
づ

ね
ば
や
い
づ
れ
の
草
の
し
た
な
ら
ん
名
を
お
ほ
か
た
の
青
墓
の
里｣

(『

明

日
香
井
集』

内
裏
御
会)

(

11)
『

傀
儡
子
記』

本
文
は
、
日
本
思
想
大
系

『

古
代
政
治
社
會
思
想』

よ
り
引
用
し
た
。

(

12)
｢

或
人
申
て
云
、｢

さ
は
の
あ
こ
ま
ろ
と
て
、
青
墓
の
者
、
歌
数
多
知

り
た
る
上
手
、
こ
の
程
上
り
た
り｣

と
申
。(

中
略)
乙
前
も
こ
こ

(

青

墓)

の
女
に
て
有
し
成
べ
し
。｣

(『

梁
塵
秘
抄
口
伝
集』)

(

13)
｢

肥
後
の
国
の
遊
君
、
檜
垣
嫗
は
後
撰
集
に
入
り
、
神
崎
の
遊
女
、

宮
木
は
後
拾
遺
集
を
け
が
す
。
青
墓
の
傀
儡
、
名
曳
は
詞
花
集
を
ゆ
り
、

江
口
遊
女
、
抄
は
新
古
今
の
作
者
な
り
。｣

(『

十
訓
抄』

下
・
巻
一
〇)
、

｢

東
へ
ま
か
り
け
る
人
の
宿
り
て
侍
り
け
る
が
、
あ
か
つ
き
に
た
ち
け
る

に
よ
め
る
／
は
か
な
く
も

今
朝
の
別
れ
を
惜
し
き
か
な

い
つ
か
は
人

を
な
が
ら
へ
て
み
し｣

(『

詞
花
和
歌
集』

く
ゞ
つ
な
び
く)

(

14)
『

大
炊
系
図』

(『

大
垣
市
史

(

青
墓
編)』

所
収)

に
は
、｢

某

青

墓
長
者｣

｢

青
墓
長
者

大
炊｣

｢

家
遠

青
墓
長
者｣

｢

青
墓
長
者

長

七｣
｢

某

青
墓
長
者

長
七｣

の
名
が
見
え
る
。

(

15)
『

大
炊
系
図』

｢

行
遠｣

の
項
目
に
は

｢

仕
源
為
義｣

と
あ
り
、
そ
の

子｢

政
遠｣

の
項
目
に
は｢

仕
源
為
義｣

、｢

後
仕
左
馬
頭
義
朝｣

と
あ
る
。

(

16)
｢

大
炊｣

と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
青
墓
の
有
力
豪
族
の

｢

氏｣

自
体
を
指
す
場
合
と
、
源
義
朝
の
愛
妾
で
あ
っ
た
女
長
者
個
人
を
指
す
場

合
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
水
原
一
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。

｢｢

大
炊｣

は
平
治
物
語
で
は
青
墓
の
宿
の
女
長
者
で
あ
る
。(

中
略)

だ

が
美
濃
辺
に
伝
わ
る
何
種
か
の
青
墓
長
者
の
系
図
で
は

｢

大
炊｣

は
豪
族

と
し
て
の
姓
で
あ
り
、
長
者
は
男
性
で
あ
る
。
思
う
に
古
く
女
系
長
者
姓

で
あ
っ
た
青
墓
の
傀
儡
が
鎌
倉
中
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
男
系
の
支
配
に

交
代
し
て
行
き
、
道
信

(

道
心)

は
そ
の
男
性
長
者
の
名
で
、
青
墓
を
中

心
と
し
て
さ
ら
に
野
上
・
鷲
巣
・
赤
坂
・
平
野
等
々
に
経
営
の
縄
張
り
を

広
げ

(

そ
の
傾
向
は
平
治
の
頃
に
既
に
見
え
て
い
る)

、
傀
儡
す
な
わ
ち

遊
君
を
統
率
し
て
、
そ
の
芸
能
を
も
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。｣

(

水

原
一

『

延
慶
本
平
家
物
語
論
考』

加
藤
中
道
館

一
九
七
九)

(

17)

陽
明
文
庫
蔵
本

『

平
治
物
語』

中
巻

｢

金
王
丸
尾
張
よ
り
馳
せ
上
る

事｣

参
照
。

(

18)

金
刀
比
羅
宮
本

『

平
治
物
語』

下
巻

｢

頼
朝
生
捕
ら
る
る
事
付
け
た

り
夜
叉
御
前
の
事｣

参
照
。
夜
叉
御
前
に
関
す
る
記
事
は
金
比
羅
本
な
ど

に
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
古
い
底
本
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
夜
叉
御
前
の
母
親
は
、
九
条
家
本
の
類
で
は
大
炊
と
す
る
が
、
金

刀
比
羅
本
系
統
だ
と
大
炊
の
娘
・
延
寿
と
伝
え
て
い
る
。

(
19)

『

保
元
物
語』

｢

義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
は
る
る
事｣

、
同

｢

為
義
の

北
の
方
身
を
投
げ
給
う
事｣

参
照
。

(

20)
陽
明
文
庫
蔵
本

『

平
治
物
語』

や

『

吾
妻
鏡』

で
は
、
大
炊
は
源
義

朝
の

｢

寵
物｣
で
あ
る
が
、
金
刀
比
羅
本

『

平
治
物
語』

で
は
、
義
朝
の

愛
妾
は
延
寿
で
あ
り
、
大
炊
は
延
寿
の
母
と
な
っ
て
い
る
。

―��―



(
21)

『

吾
妻
鏡』

本
文
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系

『

吾
妻
鏡』

よ
り
引
用

し
た
。

(

22)
陽
明
文
庫
蔵
本

『

平
治
物
語』

｢

金
王
丸
尾
張
よ
り
馳
せ
上
る
事｣

、

｢

頼
朝
生
捕
ら
る
る
事｣

参
照
。

(

23)
｢

義
朝
ハ
朝
長
ハ
カ
リ
相
具
シ
テ
、
美
濃
国
青
墓
ノ
遊
君
カ
家
ニ
一

夜
留
ケ
ル
カ
、
イ
カ
ヽ
思
ケ
ン
、
ソ
コ
ニ
テ
朝
長
ヲ
ハ
蜜
カ
ニ
頸
ヲ
舁
切

テ
、｢

是
ハ
足
ヲ
痛
メ
ハ
留
置｣

ト
テ
、
衣
引
褓
テ
遊
君
ニ
云
置
テ｣

(『

平
家
物
語

(

屋
代
本)』

｢
剣
巻
・
上｣)

、｢

死
於
美
濃
国
青
墓
遊
女
宿

平
治
二
年
正
月
二
日
父
刺
殺
之
埋
其
頭
了｣

(『

尊
卑
分
脈』
｢

朝
長｣

項)

、｢

義
朝
二
男
朝
長
於
美
濃
国
青
墓
宿
自
害
。
生
年
十
六
。｣

(『

帝
王

編
年
記』

の
平
治
元
年
十
二
月
二
十
九
日
条)

(

24)
｢

弟
の
朝
長
も
千
束
が
崖
と
申
す
所
に
て
、
山
法
師
大
矢
の
注
記
が

射
け
る
矢
に
、
弓
手
の
膝
射
ら
れ
て
、
美
濃
の
国
に
青
墓
と
い
ふ
所
に
て

死
に
に
け
り
。｣

(『

義
経
記』

｢

義
朝
都
落
の
事｣)

(

25)
『

義
経
記』

｢

鏡
の
宿
吉
次
が
宿
に
強
盗
の
入
る
事｣
参
照
。

(

26)
｢

夜
更
人
静
ま
つ
て
後
、
朝
長
の
御
声
に
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無

阿
弥
陀
仏
と
二
声
宣
ふ
、
鎌
田
殿
参
り
、
こ
は
い
か
に
朝
長
の
御
自
害
候

と
申
さ
せ
給
へ
ば
、
義
朝
驚
き
御
覧
ず
れ
ば
、
早
御
肌
衣
も
く
れ
な
い
に

染
み
て
、
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
有
様
也
。｣

(『

謡
曲
百
番』

｢

朝
長｣)

(

27)
『

吾
妻
鏡』

文
治
元
年
十
一
月
二
十
九
日
条
参
照
。

(

28)
『

大
垣
市
史

(

青
墓
編)』

(

大
垣
市

一
九
七
七)

(

29)
｢

十
六
日
丙
申
。
雪
聊
散
。
青
波
賀
。｣

(『

吾
妻
鏡』

建
久
元
年
十
二

月
十
六
日
条)

、｢

廿
八
日
辛
巳
。
令
着-

御
于
美
濃
国
青
波
賀
駅
。｣

(『

吾

妻
鏡』

建
久
六
年
六
月
二
十
八
日
条)

、｢

彼
ノ
宣
旨
ノ
御
使
ハ
、
愛
超
河

ヨ
リ
三
日
路
先
立
テ
、
国
々
ノ
宿
ニ
触
走
通
々
々
下
ケ
レ
ハ
、
中
納
言
殿

都
ヲ
ハ
主
従
七
騎
ニ
テ
出
ラ
レ
タ
リ
ケ
レ
ハ
美
濃
国
青
墓
ノ
宿
ニ
付
給
ケ

レ
ハ
其
勢
一
千
余
騎
ニ
成
ケ
リ
。｣

(『

神
道
集』

巻
七

｢

上
野
国
勢
田
群

鎮
守
赤
城
大
明
神
事｣)

(

30)
｢

三
日
乙
巳
。
美
濃
国
守
護
人
相
模
守
惟
義
申
当
国
路
駅
可
加
新
宿

所
々
事
。｣

(『

吾
妻
鏡』

文
治
三
年
三
月
三
日
条)

、｢

廿
六
日
丙
午
。
海

道
可
建
立
新
宿
事
。
度
々
雖
有
其
沙
汰
。
未
令
遵
行
之
由
。｣

(『

吾
妻
鏡』

建
暦
元
年
六
月
二
十
六
日
条)

(

31)
｢

於
株
河
駅
。
彼
施
于
住
反
浪
人
等
。
於
尋
縁
邊
上
下
向
輩
者
。
勘

行
程
日
数
与
旅
粮
至
稱
可
止
佳
由
之
族
者
。
預
置
于
此
荘
園
之
間
百
姓

被
扶
持
之
云
々｣

(『

吾
妻
鏡』

貞
永
四
年
十
一
月
十
三
日
条)

(

32)

本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

中
世
日
記
紀
行
集』

よ
り
引

用
し
た
。

(

33)

榎
原
雅
治

『

中
世
の
東
海
道
を
ゆ
く
京
か
ら
鎌
倉
へ
、
旅
路
の
風

景』
(

中
公
新
書

二
〇
〇
八)

(

34)
『

角
川
歴
史
地
名
大
辞
典』

｢

青
墓｣

項
に
よ
る
。
ま
た
、『

日
本
歴

史
地
名
大
系』

(

平
凡
社)

の

｢

青
墓｣

項
に
は
、｢

遊
女
の
宿
と
し
て
の

青
墓
の
そ
の
後
の
歴
史
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、
年
未
詳
一
一
月
八

日
の
浅
野
長
吉
折
紙

(

市
田
靖
氏
所
蔵
文
書)

は

｢

大
墓
宿
町
人
中｣

に

宛
て
て
、
戦
乱
に
よ
っ
て
逃
げ
出
し
た
町
人
を

｢

大
墓
宿｣

に
還
住
さ
せ

よ
う
と
し
て
お
り
、
遊
女
の
宿
と
し
て
の
性
格
は
失
い
な
が
ら
も
、
戦
国

期
ま
で
は
東
山
道
の
宿
と
し
て
存
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。｣

と
あ
る
。

(

35)
本
文
は
東
洋
文
庫

『

東
海
道
名
所
記』

よ
り
引
用
し
た
。

(

36)
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『

東
路
記

己
巳
紀
行

西
遊
記』

よ
り
引
用
し
た
。

(

37)
｢

土
橋
を
渡
り
て
青
墓
の
宿
な
り
。
左
の
方
に
弘
醫
山
円
願
寺
と
い

―��―



ふ
廃
寺
あ
り
。
義
朝
、
朝
長
、
義
平
の
墓
あ
り
と
い
ふ
。(

中
略)

右
の

畠
の
中
に
一
本
の
松
あ
り
。
照
手
の
松
と
い
ふ
。
側
に
て
る
手
の
清
水
も

あ
り
と
い
ふ
。｣

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『

寝
惚
先
生
文
集

狂
歌
才
蔵

集

四
方
の
あ
か』)

(

38)
｢

垂
井
よ
り
五
町
ば
か
り
東
、
相
並
ん
で
之
れ
有
り
。
源
義
朝
の
妾

常
磐
と
名
づ
く
。
義
朝
亡
ん
で
後
、
清
盛
の
妾
と
成
り
。
又
棄
て
ら
れ
て

義
経
を
慕
ひ
、
此
の
処
に
至
り
青
墓
の
盗
賊
が
為
に
害
せ
ら
る
の
説
甚
だ

虚
な
り
。
清
盛
が
妾
と
為
り
、
一
り
の
女
を
生
み
、
棄
て
ら
れ
て
後
、
復

た
一
条
の
大
蔵
卿
長
成
が
妾
と
成
り
て
数
子
有
り
。｣

(

日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成

(

厚
徳
社)

『

和
漢
三
才
図
会』)

(

39)
『

広
益
俗
説
弁』

｢

常
磐
前
、
青
墓
に
て
殺
さ
る
ゝ
説｣

参
照
。

(

40)

本
文
は
叢
書
江
戸
文
庫

『

続
未
曾
有
記』

よ
り
引
用
し
た
。

(

41)

奈
良
絵
本
の
み
、｢

十
二
人
の
水
仕
女｣
と
な
っ
て
い
る
。

(

42)

本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

(

岩
波
書
店)

『

舞
の
本』

に
よ

り
引
用
し
た
。

(

43)

注
６
参
照
。

(

こ
ま
つ
・
あ
き
こ

千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
二
〇
一
三
年
修
了)

―��―


